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第４期障害福祉計画の骨子について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



障害福祉計画とは 

 

○ 障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第８８条の規定に

基づき、市町村が、国の基本指針に即して、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標やサービス見込量等を定める

計画である。 

 

○ この計画は、障害者基本法第１１条に基づき策定した、当市の障がい者福祉全般にわたる基本的な計画である障害者計画

のうち、障害福祉サービス等の実施に関する計画として位置づける。 

 

 

障害者基本法 

（障がい者福祉全般・施策の体系） 

 
八戸市障害者計画 

（平成１９年度～２８年度） 
 

 

      

      

      

障害者総合支援法 

（障害福祉サービスの見込量等） 

 八戸市障害福祉計画 

 第１期 第２期 第３期 第４期 

 １８年度～２０年度 ２１年度～２３年度 ２４年度～２６年度 ２７年度～２９年度 
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第１期計画期間
18年度～20年度

第２期計画期間
21年度～23年度

第３期計画期間
24年度～26年度

第４期計画期間
27年度～29年度

平成23年度を目
標として、地域の
実情に応じた数値
目標及び障害福
祉サービスの見込
量を設定

第１期の実績を
踏まえ、第２期
障害福祉計画を
作成

つなぎ法による障害
者自立支援法の改正
等を踏まえ、平成26
年度を目標として、第
３期障害福祉計画を
作成

障害者総合支援法
の施行等を踏まえ、
平成29年度を目標と
して、第４期障害福祉
計画を作成

障害福祉計画と基本指針

H24 H25 H26 H27 H28 H29

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

厚生労働大臣

・・・３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村

・・・３年ごとに障害福祉計画の作成

○ 基本指針（厚生労働大臣）では、障害福祉計画の計画期間を３年としており、これに

即して、都道府県・市町村は３年ごとに障害福祉計画を作成している。
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（参考①）第４期（H27～H29）計画に係る基本指針（案）：主なポイント

障害児支援体制の整備
（新規）

計画相談の連携強化、研修、虐
待防止 等

PDCAサイクルの導入
「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の

中間評価、評価結果の公表 等

＜計画の作成プロセスに関する事項＞

＜個別施策分野①：成果目標に関する事項＞

1

精神科病院か
ら地域生活へ
の移行促進
（成果目標の
変更）

地域生活支
援拠点等の
整備
（新規）

福祉から一般
就労への移
行促進

（整理・拡充）

＜個別施策分野②：その他＞

福祉施設から
地域生活へ
の移行促進
（継続）

【基本指針の見直しに関する参考資料】 資料３

-3-

mas_sakakibara
長方形

mas_sakakibara
長方形

mas_sakakibara
長方形

mas_sakakibara
長方形

mas_sakakibara
長方形



PDCAサイクルのプロセス
○ 成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、

障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画の変更や事業の見直し等の措
置を講じるものとする。

○ また、中間評価の際には、協議会や合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について、公表することが望ましい。
○ 活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。

（PDCAサイクルの
プロセスのイメージ）

計画（Plan）

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設
定するとともに、障害福祉サービスの見込量の設定
やその他確保方策等を定める。

実行（Do）

■計画の内容を踏ま
え、事業を実施する。

評価（Check）

■成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に
１回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動
向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分
析・評価を行う。
■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、
その結果について公表することが望ましい。
■活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、
達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。

改善（Act）

■中間評価等の結果を踏
まえ、必要があると認める
ときは、障害福祉計画の
変更や事業の見直し等を
実施する。

■障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、
サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示

基本指針
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個別施策分野①－１ 福祉施設から地域生活への移行促進（継続） 

 

第３期計画の数値目標 

地域生活への移行を推進するため、 

① 平成１７年１０月１日時点の施設入所者の３０％以上を、平成２６年度末までに地域生活

へ移行（９.５年間で３０％） 

② 平成１７年１０月１日時点の施設入所者の１０％以上を、平成２６年度末までに削減 

（９.５年間で１０％） 

 

 

 

達成状況 

① 平成２４年度末時点で２３.７％、平成２６年度末には、３０％の地域生活移行を達成見

込み 

② 平成２４年度末時点で約８.０％減少、平成２６年度末には、施設入所者の１０％削減を

達成見込み 

 

 

 

第４期計画の成果目標 

① 平成２５年度末時点の施設入所者の１２％以上を、平成２９年度末までに地域生活へ移行 

（４年間で１２％） 

② 平成２５年度末時点の施設入所者の４％以上を、平成２９年度末までに削減 

（４年間で４％） 
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個別施策分野①－２ 精神科病院から地域生活への移行促進（成果目標の変更） 

 

第３期計画の数値目標 

地域生活への移行を推進するため、 

・ 平成２６年度における１年未満入院者の平均退院率を、平成２０年６月３０日の調査時点か

ら７％相当分増加 

・ 平成２６年度における高齢長期退院者数を直近の数から２０％増加 

 

 

 

目標の変更 

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（平成２６年厚生労働

省告示第６５号）」に示された、 

① 新たに入院する患者の早期退院を促進するため、急性期（入院から３ケ月未満）の患者に対

し手厚く密度の高い医療を提供するための機能を確保すること 

② 在院期間の長期化に伴い、社会復帰が難しくなることを踏まえ、在院期間が１年未満で退院

できるよう、退院に向けた取組を行いつつ、必要な医療を提供する機能を確保すること 

③ 在院期間が１年未満で退院できるよう、退院に向けた取組を行いつつ、必要な医療を提供す

るための機能を確保するとともに、既に１年以上の入院をしている重度かつ慢性の患者以外の

長期在院者に対しては、退院支援や生活支援等を通じて地域移行を推進し、併せて、状態像に

併せた医療を提供する機能を確保すること 

としている方向性を踏まえ、目標を変更する。 

 

 

 

上位５都道府県の平均値等を基に設定 

第４期計画の成果目標 

① 平成２９年度における入院後３ケ月時点の退院率を６４％以上 

② 平成２９年度における入院後１年時点の退院率を９１％以上 

③ 平成２９年６月末時点の長期在院者数を平成２４年６月末時点の長期在院者数から１８％

以上減少 
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個別施策分野①－３ 地域生活支援拠点等の整備（新規） 

 

第４期計画の成果目標 

  

地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する者に対する支援等を進める

ために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへ

の入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急

時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠

点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められて

おり、今後、障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに

強化する必要がある。 

 

 

市町村又は都道府県が定める障害福祉圏域において、平成２９年度末までに、障がい者の

地域での生活を支援する拠点等（※）を少なくとも一つ整備することを基本とする。 

 

※ 障がい者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専

門性、地域の体制づくり等）の集約を行う拠点又は面的な体制 
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障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想
（地域生活支援拠点）

親との同居

一人暮らし

24時間の相談受付
緊急時等の受入

(医療対応・シェルター等)

地域生活の支援
(緊急時の人的支援、様々な
資源のコーディネイト等)

高齢化に対応した
日中活動の場

(生活介護・就労系等)

在宅医療等
コーディネーター

＋

グループホーム

地域支援機能居住支援機能

10人

生活介護・
就労系等

10人

10人×2 (建物の特例)
※ショートステイの定員を含む

夜間・
医療体制
等の加算
（拡充）

30人程度

障害者支援施設

居住支援機能

コーディネーター

地域支援機能

在宅医療等地域連携

生活介護・
就労系等

※ 拠点を設けず、地域において機能を分担する
「面的整備型」も考えられる

地域連携

地域相談支援・地域生活
支援事業の活用等

地域相談支援・地域生活
支援事業の活用等

地域相談支援・地域生活支援事業
の活用等 グループホーム

夜間・
医療体制
等の加算
（拡充）

地域生活支援拠点として、居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を推進

※地域生活支援拠点として地域に開かれた小規
模な障害者支援施設

※安心生活支援事業（地域生活支援事業）によるコーディネイトや、個別給付による地域定着支援の実施を必須として、施設整備に対する補助について優先的に採択すること
を検討

ショートステイ

ショートステイ

7

7
-8-

mas_sakakibara
長方形



個別施策分野①－４ 福祉施設から一般就労への移行促進（整理・拡充） 

 

福祉施設（障害福祉サービスの事業所） 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行う。 

就労継続支援 

Ａ型 
一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行う。（雇用型） 

Ｂ型 
一般企業等や就労継続支援Ａ型での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行う。（非雇用型） 

生活介護 
常に介護を必要とする障がい者に日中、介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会

を提供する。 

自立訓練 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行

う。 

 

① 福祉施設から一般就労への移行者数 

 

第３期計画の数値目標 一般就労への移行を推進するため、平成２６年度中に平成１７年度実績の４倍以上 

 

 

 

達成状況 平成２３年度実績で２.７倍、平成２６年度では４倍を達成見込み 

 

 

 

第４期計画の成果目標 平成２９年度末までに平成２４年度実績の２倍以上 
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② 就労移行支援の利用者数及び就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

 

第３期計画の数値目標 

一般就労への移行を推進するため、 

・ 平成２６年度末における福祉施設利用者のうち２０％以上が就労移行支援を利用 

・ 平成２６年度末における就労継続支援利用者のうち３０％以上が就労継続支援（Ａ 

型）を利用 

 

 

 

目標の変更 

① 就労移行支援の利用者の平均の伸び率約１４％（平成２０年度から２４年度）を基に

目標設定 

② 就労移行率が３０％以上である就労移行支援事業所の平均の伸び率約２.６％（平成１

９年度から２３年度）を基に目標設定 

 

 

 

第４期計画の成果目標 

① 就労移行支援の利用者を、平成２９年度末までに平成２５年度と比較して６０％以上

増加 

② 就労移行率が３０％以上である就労移行支援事業所を、平成２９年度末までに全体の

５０％以上 
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個別施策分野②－１ 障害児支援体制の整備（新規） 

 

第３期計画の基本指針では、児童福祉法に基づく障害児支援への記載は限られていたが、今後、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に基づく、都道府県及び市町村の子ども・子育て支援計画が作成される予定であること等を踏まえ、

第４期計画の基本指針では、障害児支援の提供体制の確保に関する事項を定める。 

 

 児童福祉法に定める６つの支援類型（下表）及び障害児相談支援の利用児童数等を「活動指標」とし、市町村において、

地域における児童数の推移等を踏まえて見込みをたてるよう努める。市町村の状況を集約した都道府県においては、必要に

応じて各支援の確保策を定めるよう努める。 

 

障害児通所支援 

（市町村） 

児童発達支援 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導等を行う。 

医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行う。 

放課後等デイサービス 
就学中の障害児に、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な訓練等

を行う。 

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 

障害児入所支援 

（都道府県） 

福祉型障害児入所施設 入所施設において、日常生活の指導等を行う。 

医療型障害児入所施設 医療施設において、日常生活の指導及び治療等を行う。 
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個別施策分野②－２ 計画相談の連携強化、研修、虐待防止 

 

計画相談の連携強化 

計画相談（サービス等利用計画の作成）については、平成２７年度以降の利用者数の増加等に

応じてさらなる体制を確保する必要があり、都道府県・市町村は、その役割に応じて、人材の育

成支援、専門的な指導助言等、相談支援事業所の充実のための取組を効果的に進めること 

研修 

支援の質の向上のため、都道府県においては、行動障害を有する者の特性に応じた支援を、一

貫性を持って実施できるよう、施設職員や居宅介護職員等に対する強度行動障害支援者養成研修

を実施することとしていること 

虐待防止 

都道府県・市町村は、障害者虐待の防止と対応に関するマニュアルに沿って、都道府県権利擁

護センター、市町村虐待防止センターを中心として関係機関からなるネットワークの活用、虐待

事例の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に取り組むことが重要

であること 
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福祉施設から一般就労への移行

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加

○ 就労移行支援事業の利用者の増加

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の増加

施設入所者の地域生活への移行

○ 地域生活移行者の増加

○ 施設入所者の削減

入院中の精神障害者の地域生活への移行

○ 入院後３ヶ月時点の退院率の上昇

○ 入院後１年時点の退院率の上昇

○ 在院期間１年以上の長期在院者数の減少

（都道府県・市町村）
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減

成果目標と活動指標の関係

（基
本
指
針
の
理
念
）自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

（都道府県・市町村）
○ 就労移行支援の利用者、利用日数
○ 就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移
行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

（都道府県）
○ 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設の利
用者の支援件数

○ 委託訓練事業の受講者数
○ 障害者試行雇用事業の開始者数
○ 職場適応援助者による支援の対象者数
○ 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

（成果目標） （活動指標）

障害者の地域生活の支援

○ 地域生活支援拠点の整備

（都道府県・市町村）
○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

2
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5

（参考⑤） 障害福祉サービスの量を見込む際の勘案事項

区分 サービスの種類
現に利用して
いる者の数

障害者等の
ニーズ

平均的な一人
当たり利用量

施設入所者の地
域生活への移行
者数（成果目標）

入院中の精神障害者の地
域生活への移行うち地域
生活への移行後に当該
サービスの利用が見込ま

れる者の数

福祉施設利用者
の一般就労への
移行者数（成果目

標）

訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者
等包括支援の利用者数、利用時間

○ ○ ○

日中活
動系

生活介護の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○

自立訓練（機能訓練）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○

自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ ○※１ ○ ○ ○ ○

就労継続支援（A型）の利用者数、利用日数 ○ ○※２ ○ ○ ○

就労継続支援（B型）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

療養介護の利用者数 ○ ○

短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

施設系
共同生活援助の利用者数 ○ ○ ○ ○

施設入所支援の利用者数 ○ ○※３ △※６

相談支
援

計画相談支援の利用者数 ○※４

地域相談支援の利用者数（地域移行支援に限る。） ○ ○

地域相談支援の利用者数（地域定着支援に限る。） ○※５ ○ ○

（注）※１：特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数を含む、※２：地域の雇用情勢を含む、※３：グループホーム等での対応が困難な者といった真に必要と判断される数を含む、※４：障
害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数を含む、※５：単身である障害者の数・居住している家族による支援を受けられない障害者の数を含む、※６：「△」は減として見込む

（注）※障害児通所支援の利用児童数を見込む

区分 サービスの種類

現に利用して
いる障害児の

数

障害児等の
ニーズ

平均的な一人
当たり利用量

地域における児童
数の推移

保育所等での障害
児の受入状況

入所施設から退所後
に利用が見込まれる
障害児の数

障害児
支援

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医
療型児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害児相談支援の利用児童数 ○※

障害児入所施設（福祉型、医療型）の利用児童数 ○ ○ ○

■サービスの量は、障害福祉サービスの訪問系はまとめて、それ以外のサービスはそれぞれ種類ごとに見込む。
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（参考④） 市町村・都道府県の役割
成果目標 市町村 都道府県

施設入所者の地域生
活への移行

○ 施設入所者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 当該成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活
動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の
中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変
更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ま
しい
【活動指標】
・生活介護の利用者数、利用日数
・自立訓練（機能訓練、生活訓練）の利用者数、利用日数
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
・施設入所支援の利用者数（※削減を目指す。）

○ 市町村と調整の上、施設入所者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の中間評価として分析・
評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい
【活動指標】
・生活介護の利用者数、利用日数
・自立訓練（機能訓練、生活訓練）の利用者数、利用日数
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
・施設入所支援の利用者数（※削減を目指す。）

入院中の精神障害者
の地域生活への移行

○ 都道府県の成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見込
み（活動指標）を定める。
【活動指標】
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 利用者数

○ 入院中の精神障害者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の中間評価として分析・
評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい
【活動指標】
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 利用者数

障害者の地域生活の
支援

○ 拠点等の整備に関する内容を検討する。
→ （少なくとも１年に１回）実績を把握し、計画の中間評価として分析・評
価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の
措置を講じる

○ 広域的見地から、拠点等の整備に関する内容を検討する。
○ 市町村が整備を進めるにあたっての必要な支援
→ （少なくとも１年に１回）市町村又は圏域ごとの実績を把握し、計画の中間評価として分析・評
価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる

福祉施設から一般就
労への移行

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行の成果目標を定める。
○ 当該成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活
動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の
中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変
更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ま
しい
【活動指標】
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、就労継続支援
Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

○ 市町村の調整の上、福祉施設利用者の一般就労への移行の成果目標を定める。
○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の中間評価として分析・
評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい
【活動指標】
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）
・チーム支援による福祉施設の利用者の支援件数
・障害者の多様な委託訓練事業の受講者数
・障害者試行雇用事業の開始者数
・職場適応援助者による支援の対象者数
・障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

4
-15-

mas_sakakibara
長方形

mas_sakakibara
長方形



第４期計画に記載する主な事項 

 

 事     項 内     容 

 

１ 

 

障害福祉計画の基本的理念等 

 

 

障害福祉計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念等を記載する。 

 

２ 
障害福祉サービス、相談支援及び地域生

活支援事業の提供体制の確保に係る目標 

施設入所者の地域生活への移行、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設の利

用者の一般就労への移行等を進めるため、基本指針に即して、地域の実情に

応じて平成２９年度における成果目標を記載する。 

 

３ 

障害福祉サービス及び相談支援の種類ご

との必要な量の見込み及びその見込量の

確保のための方策 

平成２９年度までの各年度における障害福祉サービス及び相談支援の種類ご

との実施に関する考え方、必要な量の見込み、見込量の確保のための方策等

を記載する。 

 

４ 
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関

する事項 

市が実施する地域生活支援事業について、実施する事業の内容、各年度にお

ける事業の種類ごとの実施に関する考え方、量の見込み、見込量の確保のた

めの方策等を記載する。 

 

５ 

 

障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 

 

 

障害福祉計画の達成状況を点検及び評価する方法等を記載する。 
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計画策定のスケジュール（予定） 

 

 

平成２６年 ８月２２日 ※本日 

 

 

第１回健康福祉審議会障がい福祉部会（骨子の検討） 

 

平成２６年１０月 

 

 

第２回健康福祉審議会障がい福祉部会（計画案の検討） 

 

平成２７年 １月 

 

 

第３回健康福祉審議会障がい福祉部会（計画案の承認） 

 

平成２７年 ３月 

 

 

健康福祉審議会（計画案の策定報告） 
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